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鳥取市条例第３号 

消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する   

条例 

目次 

 第１章 総務部関係（第１条―第３条） 

 第２章 企画推進部関係（第４条―第６条） 

 第３章 福祉部関係（第７条―第１１条） 

第４章 経済観光部関係（第１２条―第１７条） 

第５章 農林水産部関係（第１８条―第２７条） 

第６章 都市整備部関係（第２８条―第３３条） 

第７章 環境下水道部関係（第３４条―第３７条） 

第８章 教育委員会関係（第３８条―第５２条） 

第９章 水道局関係（第５３条・第５４条） 

附則 

   第１章 総務部関係 

（鳥取市行政財産使用料条例の一部改正） 



第１条 鳥取市行政財産使用料条例（昭和５１年鳥取市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

 （鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例（昭和５２年鳥取市条例

第３４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「１，３２０円」を「１，３５０円」に、「２，０００円」を「２，０４０

円」に、「４９０円」を「５００円」に、「７３０円」を「７４０円」に、「３５０円」

を「３６０円」に、「５５０円」を「５６０円」に、「５７０円」を「５８０円」に、

「８２０円」を「８３０円」に改める。 

 （鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例（平成１４年鳥取

市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１項の表中「２，１００円」を「２，２００円」に、「２，５００円」を

「２，６００円」に、「３，４００円」を「３，５００円」に、「４５０円」を「４ 

       「                        「 

 

 

                             」 

 

 

 

」 

 ００円」を「３，４００円」に、「２１０円」を「２２０円」に改め、同表調理室の

項中「２，７００円」を「２，８００円」に、「５，３００円」を「５，４００円」

に、「７，２００円」を「７，３００円」に、「６５０円」を「６７０円」に、「９２

 １時間に

つき 

２５０円 

１時間に

つき 

３６０円 

に、「２，０００円」を「２，１００円」に、「３，３ 

を

２，６００

円

１時間に

つき 

２４０円

１時間に

つき 

３５０円

２，７００

円６０円」に、 



０円」を「９４０円」に改める。 

   第２章 企画推進部関係 

（鳥取市民会館条例の一部改正） 

第４条 鳥取市民会館条例（昭和４２年鳥取市条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「６，４８０円」を「６，６００円」に、「１２，９６０円」を「１３，

２００円」に、「１７，２８０円」を「１７，６００円」に、「１９，４４０円」を「１

９，８００円」に、「３０，２４０円」を「３０，８００円」に、「３６，７２０円」

を「３７，４００円」に、「７，５６０」を「７，７００」に、「１５，１２０」を「１

５，４００」に、「２０，５２０」を「２０，９００」に、「２２，６８０」を「２３，

１００」に、「３５，６４０」を「３６，３００」に、「４３，２００」を「４４，０

００」に、「９，７２０」を「９，９００」に、「１７，２８０」を「１７，６００」

に、「２１，６００」を「２２，０００」に、「２７，０００」を「２７，５００」に、

「３８，８８０」を「３９，６００」に、「４８，６００」を「４９，５００」に、

「１１，８８０」を「１２，１００」に、「２５，９２０」を「２６，４００」に、

「３２，４００」を「３３，０００」に、「４６，４４０」を「４７，３００」に、

「５８，３２０」を「５９，４００」に、「３４，５６０」を「３５，２００」に、

「４２，１２０」を「４２，９００」に、「６１，５６０」を「６２，７００」に、

「７５，６００」を「７７，０００」に、「１６，２００」を「１６，５００」に、

「９０，７２０」を「９２，４００」に改める。 

別表第２中「２，１６０円」を「２，２００円」に、「２，８００円」を「２，８

６０円」に、「３，６７０円」を「３，７４０円」に、「４，９６０円」を「５，０６

０円」に、「６，４８０円」を「６，６００円」に、「８，６４０円」を「８，８００

円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「９２０円」を「９４０円」に、「４３０」

を「４４０」に、「６４０」を「６６０」に、「８６０」を「８８０」に、「１，０８

０」を「１，１００」に、「１，５１０」を「１，５４０」に、「１，９４０」を「１，



９８０」に、「２１０」を「２２０」に、「５４０」を「５５０」に、「７００」を「７

１０」に、「９１０」を「９３０」に、「１，２４０」を「１，２６０」に、「１，６

２０」を「１，６５０」に、「２，１６０」を「２，２００」に、「２３０」を「２４

０」に、「３７０」を「３８０」に、「４８０」を「４９０」に、「３２０」を「３３

０」に、「７５０」を「７７０」に、「９７０」を「９９０」に、「１，２９０」を「１，

３２０」に、「２，７００」を「２，７５０」に改める。 

（鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例（平成７年鳥取市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

別表中「２５０円」を「２６０円」に改める。 

（城下町とっとり交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 城下町とっとり交流館の設置及び管理に関する条例（平成１７年鳥取市条例

第５４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「５７０円」を「５８０円」に、「７９０円」を「８１０円」に改める。 

   第３章 福祉部関係 

（鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成２年鳥取市条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「４３０円」を「４４０円」に、「６７０円」を「６８０円」に、「５６

０円」を「５７０円」に、「８６０円」を「８８０円」に改める。 

（鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例（平成１６年

鳥取市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

別表中「３１０円」を「３２０円」に、「３，１００円」を「３，２００円」に、

「５６０円」を「５７０円」に、「５，６００円」を「５，７００円」に、「３６０円」

を「３７０円」に、「３，６００円」を「３，７００円」に改める。 



（鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第９０号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「４６０円」を「４７０円」に、「４，６００円」を「４，７００円」に、

「３６０円」を「３７０円」に、「３，６００円」を「３，７００円」に改める。 

（鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１３年鳥取

市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「６９０円」を「７１０円」に、「１，０４０円」を「１，０６０円」

に、「６１０円」を「６２０円」に、「９３０円」を「９５０円」に、「９１０円」を

「９３０円」に、「１，３６０円」を「１，３９０円」に改める。 

別表第２中「２６０円」を「２７０円」に改める。 

（鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

  別表第１中「９，３６０円」を「９，５３０円」に、「８６．４パーセント」を

「８８．０パーセント」に、「５，２４０円」を「５，３４０円」に、「１０，３８

０円」を「１０，５８０円」に改める。 

  別表第３中「２，１６０円」を「２，２００円」に、「３，１８０円」を「３，

２４０円」に、「３，０８０円」を「３，１４０円」に、「５，１４０円」を「５，

２３０円」に、「２，０５０円」を「２，０９０円」に、「４，４２０円」を「４，

５００円」に改める。 

   第４章 経済観光部関係 

（鳥取市公設地方卸売市場条例の一部改正） 

第１２条 鳥取市公設地方卸売市場条例（昭和５７年鳥取市条例第７号）の一部を次



のように改正する。 

  第４２条中「、買い受けた額に１００分の１０８」を「買い受けた額に１００分

の１１０（所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）附則第３

４条第１項第１号に規定する飲食料品にあっては、１００分の１０８）」に、「その

他の場合にあっては、」を「、その他の場合にあっては」に改める。 

別表中「６４８円」を「６６０円」に、「３２４円」を「３３０円」に、「４３円」

を「４４円」に、「５４０円」を「５５０円」に改める。 

（鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条

例第２０５号）の一部を次のように改正する。 

別表第３項の表中「３０，０００円」を「３１，０００円」に改める。 

（鳥取市佐治町たんぽり荘の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 鳥取市佐治町たんぽり荘の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市

条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

別表中「３，７８０円」を「３，８５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００

円」に改める。 

（鳥取市気高町遊魚センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１５条 鳥取市気高町遊魚センターの設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「３７８円」を「３８５円」に、「２７０円」を「２７５円」に、

「４８６円」を「４９５円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２１６円」

を「２２０円」に、「１０８円」を「１１０円」に、「３２４円」を「３３０円」に、

「７５６円」を「７７０円」に、「５４円」を「５５円」に、「５４０円」を「５５０

円」に改める。 

  別表第２項の表中「３，２４０円」を「３，３００円」に、「２，７００円」を「２，

７５０円」に、「１，３５０円」を「１，３７５円」に改める。 



  別表第３項の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，４０４円」を「１，

４３０円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「１，２９６円」を「１，３２０円」

に、「１，７２８円」を「１，７６０円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」

に、「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

（鳥取市立温泉館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１６条 鳥取市立温泉館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第２

０４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第１項第１号の表中「４３０円」を「４４０円」に、「２１０円」を「２

２０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

別表第１第１項第２号の表中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「３，２４

０円」を「３，３００円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

別表第１第１項第３号の表中「１７，２８０円」を「１７，６００円」に、「８，

６４０円」を「８，８００円」に、「４，３２０円」を「４，４００円」に、「２，１

６０円」を「２，２００円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「１，６２

０円」を「１，６５０円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，９４０

円」を「１，９８０円」に、「９７０円」を「９９０円」に、「１，４４０円」を「１，

４６０円」に、「７２０円」を「７３０円」に改める。 

別表第１第２項の表中「４３０円」を「４４０円」に、「２１０円」を「２２０円」

に改める。 

（鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１７条 鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条

例第２０６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項第１号の表中「４，２３０円」を「４，３１０円」に、「５，２６０円」

を「５，３６０円」に、「３，６７０円」を「３，７４０円」に、「４，７００円」を

「４，７８０円」に改める。 

別表第１項第２号の表中「８６４円」を「８８０円」に、「１，５１２円」を「１，



５４０円」に、「４３２円」を「４４０円」に、「７５６円」を「７７０円」に、「６

４８円」を「６６０円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「３２４円」を

「３３０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改める。 

別表第３項第１号の表中「７，５６０円」を「７，７００円」に、「５，４００円」

を「５，５００円」に、「４，３２０円」を「４，４００円」に、「２，７００円」を

「２，７５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１，６２０円」を

「１，６５０円」に、「８，６４０円」を「８，８００円」に改める。 

別表第３項第２号の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「３２４円」を

「３３０円」に改める。 

別表第３項第３号の表中「３２４円」を「３３０円」に、「２１６円」を「２２０

円」に、「１６２円」を「１６５円」に、「１０８円」を「１１０円」に改める。 

別表第４項の表中「５４０円」を「５５０円」に、「４３２円」を「４４０円」に、

「３７８円」を「３８５円」に、「１６２円」を「１６５円」に、「２，１６０円」を

「２，２００円」に、「６，４８０円」を「６，６００円」に改める。 

別表第５項の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１６２円」を「１６

５円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「４３円」を「４４円」に改める。 

別表第７項の表中「５１０円」を「５２０円」に、「２５０円」を「２６０円」に

改める。 

   第５章 農林水産部関係 

（鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１８条 鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例（昭和５３年鳥取市

条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「５，４００円」を「５，５００円」に、「２，７００円」を「２，７

５０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「１，０８０円」を「１，１０

０円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００

円」に、「７５０円」を「７７０円」に改める。 



（鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１９条 鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例（平成３年鳥取市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

別表第２中「２，５７０円」を「２，６１０円」に、「５１０円」を「５２０円」

に改める。 

別表第３中「８００円」を「８１０円」に、「２３０円」を「２４０円」に、「３０

０円」を「３１０円」に、「２５０円」を「２６０円」に改める。 

別表第５中「２３０円」を「２４０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「１，

０００円」を「１，０２０円」に、「２５０円」を「２６０円」に改める。 

別表第６中「２，５７０円」を「２，６１０円」に、「１，５４０円」を「１，５

７０円」に、「１，３３０円」を「１，３６０円」に、「９７０円」を「９９０円」に、

「３００円」を「３１０円」に、「５１０円」を「５２０円」に、「１，０２０円」を

「１，０４０円」に改める。 

別表第７中「３００円」を「３１０円」に、「５１０円」を「５２０円」に改める。 

別表第８中「５１０円」を「５２０円」に改める。 

別表第９中「３，０８０円」を「３，１４０円」に、「２５０円」を「２６０円」

に、「１，２３０円」を「１，２５０円」に改める。 

別表第１０中「３，０８０円」を「３，１４０円」に、「２５０円」を「２６０円」

に、「１，１３０円」を「１，１５０円」に改める。 

別表第１１中「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１，０８０円」を「１，

１００円」に、「２６０円」を「２７０円」に、「３００円」を「３１０円」に改める。 

別表第１２中「２，０９０円」を「２，１３０円」に、「１，５７０円」を「１，

６００円」に、「３１０円」を「３２０円」に改める。 

（鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２０条 鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平成１０年鳥



取市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「４８６円」を「４９５円」に改める。 

別表第２中「５４円」を「５５円」に、「１０８円」を「１１０円」に、「７６円」

を「７８円」に、「１８４円」を「１８８円」に、「３３円」を「３４円」に、「４４

円」を「４５円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５４０円」を「５５

０円」に、「９７２円」を「９９０円」に改める。 

（鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２１条 鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第１２４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「３６０円」を「３７０円」に改める。 

（鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２２条 鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例

第２０９号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

（鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２３条 鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例

第２１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項の表中「１，５４０円」を「１，５７０円」に、「１，０２０円」を「１，

０４０円」に、「２４０円」を「２５０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「８

２０円」を「８３０円」に改める。 

（鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２４条 鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取市条例第

１５号）の一部を次のように改正する。 

別表中「２，７００円」を「２，７５０円」に、「１，６２０円」を「１，６５０

円」に、「３２４円」を「３３０円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２

１６円」を「２２０円」に、「１２，９６０円」を「１３，２００円」に、「２，１６



０円」を「２，２００円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「４，３２０

円」を「４，４００円」に改める。 

（鳥取市国府町林業会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２５条 鳥取市国府町林業会館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条

例第１１６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「２，７００円」を「２，７５０円」に、「３，２４０円」を「３，３００

円」に、「５，４００円」を「５，５００円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」

に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、

「７５０円」を「７７０円」に改める。 

（鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２６条 鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例

第１１８号）の一部を次のように改正する。 

別表中「５２０円」を「５３０円」に、「２，３００円」を「２，３４０円」に、

「３１０円」を「３２０円」に、「９，４４０円」を「９，６１０円」に改める。 

（鳥取市漁港管理条例の一部改正） 

第２７条 鳥取市漁港管理条例（平成１６年鳥取市条例第１２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１中「５９４円」を「６０５円」に、「６８０円」を「６９３円」に、「１，

０４７円」を「１，０６７円」に、「１，４０４円」を「１，４３０円」に、「６０円」

を「６１円」に、「１４０円」を「１４３円」に、「３６７円」を「３７４円」に、「７

２３円」を「７３７円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「４８円」を「４

９円」に改める。 

別表第２第１項の表中「１０８円」を「１１０円」に、「１５１円」を「１５４円」

に改める。 

別表第２第２項の表中「２０５円」を「２０９円」に、「６８０円」を「６９３円」

に、「１，０４７円」を「１，０６７円」に、「１，４０４円」を「１，４３０円」に、



「６０円」を「６１円」に、「１４０円」を「１４３円」に、「３６７円」を「３７４

円」に、「７２３円」を「７３７円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「９

７円」を「９９円」に改める。 

   第６章 都市整備部関係 

（鳥取市都市公園条例の一部改正） 

第２８条 鳥取市都市公園条例（昭和４０年鳥取市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

別表第３、別表第４及び別表第５中「１００分の１０８」を「１００分の１１

０」に改める。 

（鳥取市営駐車場条例の一部改正） 

第２９条 鳥取市営駐車場条例（昭和４８年鳥取市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

別表第３中「２，１００円」を「２，２００円」に改める。 

別表第４中「３，０００円」を「３，１００円」に改める。 

（鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３０条 鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例（昭和５７年鳥取市条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項中「５，４００円」を「５，５００円」に改める。 

（鳥取市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正） 

第３１条 鳥取市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１６年鳥取市条例第１９２号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「１．０８」を「１．１０」に、「６，０４８」を「６，１６

０」に改める。 

別表第２項の表中「１０８」を「１１０」に、「１５１」を「１５４」に、「１０

８円」を「１１０円」に改める。 

（鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 



第３２条 鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例（平成２５年鳥取市条

例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（鳥取市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第３３条 鳥取市道路占用料徴収条例（昭和４４年鳥取市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   第７章 環境下水道部関係 

（鳥取市下水道条例の一部改正） 

第３４条 鳥取市下水道条例（昭和３７年鳥取市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

第１２条の２第１項及び第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に

改める。 

（鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３５条 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例（昭和６１年鳥取市条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項及び第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め

る。 

（鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３６条 鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市

条例第１８０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（鳥取市浄化槽事業条例の一部改正） 

第３７条 鳥取市浄化槽事業条例（平成１６年鳥取市条例第１８１号）の一部を次の

ように改正する。 

第１７条第１項第１号及び第２号中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」



に改める。 

   第８章 教育委員会関係 

（鳥取市立学校条例の一部改正） 

第３８条 鳥取市立学校条例（昭和３９年鳥取市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「４３０円」を「４４０円」に改める。 

（鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３９条 鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例（昭和４８年鳥取市条例第４８

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項、第３項及び第６項から第８項までの表中「５４０円」を「５５０円」

に改める。 

（鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４０条 鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例（昭和５３年

鳥取市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「２，５９０円」を「２，６４０円」に、「２，４８０円」を「２，

５３０円」に、「２，３７０円」を「２，４２０円」に、「２，０５０円」を「２，０

９０円」に、「１，９４０円」を「１，９８０円」に、「１，８３０円」を「１，８７

０円」に、「１，７２０円」を「１，７６０円」に、「１，６２０円」を「１，６５０

円」に、「８６０円」を「８８０円」に、「７５０円」を「７７０円」に、「６４０円」

を「６６０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「１，０３０円」を「１，０５０

円」に、「夕食１，６５０円」を「夕食１，６８０円」に、「１，１３０円」を「１，

１５０円」に改める。 

別表第２項の表中「６４０円」を「６６０円」に、「４３０円」を「４４０円」に、

「２１０円」を「２２０円」に改める。 

別表第３項の表中「５，４００円」を「５，５００円」に、「８１０円」を「８２

０円」に、「１，３５０円」を「１，３７０円」に改める。 



  別表第４項の表中「３２０円」を「３３０円」に、「２１０円」を「２２０円」に、

「１００円」を「１１０円」に改める。 

（鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４１条 鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（昭和５３年鳥

取市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２，２

００円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「５４０円」を「５５０円」

に、「１，９４０円」を「１，９８０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」

に、「７２０円」を「７３０円」に、「２，７００円」を「２，７５０円」に、「１時

間につき２７０円で計算して得た額」を「１時間につき２７５円で計算して得た額」

に改める。 

（鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４２条 鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例（昭和５７年鳥取市

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２，２００

円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、

「３，２４０円」を「３，３００円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「２，７０

０円」を「２，７５０円」に、「１時間につき２７０円で計算して得た額」を「１時

間につき２７５円で計算して得た額」に改める。 

（鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４３条 鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例（昭和５９年鳥取市条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第１項第１号の表及び別表第２第１項の表中「５４０円」を「５５０円」

に改める。 

（鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４４条 鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例（平成７年鳥取市条例第



３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項の表中「９，９００円」を「１０，１２０円」に、「８，１００円」を

「８，２００円」に、「３２，４００円」を「３３，０００円」に、「２９，１００円」

を「２９，７００円」に、「２７，５００円」を「２８，０００円」に、「２５，９０

０円」を「２６，４００円」に、「８，６００円」を「８，８００円」に改める。 

（鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４５条 鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例（平成１２年鳥取市条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「１，３５０円」を「１，４００円」に、「６７０円」を「７００円」

に、「３３０円」を「３５０円」に、「１６０円」を「１７０円」に改める。 

（鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４６条 鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例（平

成１６年鳥取市条例第１２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１、別表第２及び別表第３中「５４０円」を「５５０円」に改める。 

（鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４７条 鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第１４４号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「１６，３００円」を「１６，５００円」に、「４，５００円」を「４，

６００円」に改める。 

（鳥取市国府町土地区画整理記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４８条 鳥取市国府町土地区画整理記念館の設置及び管理に関する条例（平成１６

年鳥取市条例第１４６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「５，４００円」を「５，５００円」に、「２，７００円」を「２，７５０

円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「３，７８０円」を「３，８５０円」

に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、

「２，１６０円」を「２，２００円」に、「７５０円」を「７７０円」に改める。 



（鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４９条 鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第

１４８号）の一部を次のように改正する。 

別表中「９５０円」を「９６０円」に、「１，３７０円」を「１，３９０円」に改

める。 

（鳥取市気高町ロッジ緑の郷の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５０条 鳥取市気高町ロッジ緑の郷の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第１４９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「２１６円」を「２２０円」に、「１６２円」を「１６５円」に、

「４３２円」を「４４０円」に、「３２４円」を「３３０円」に、「１，０８０円」を

「１，１００円」に、「１０８円」を「１１０円」に、「５４円」を「５５円」に、「７

５６円」を「７７０円」に改める。 

別表第２項の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，６２０円」を「１，

６５０円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「７５６円」を「７７０円」に、「１

６２円」を「１６５円」に改める。 

（鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５１条 鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市

条例第２１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「５，６００円」を「５，７００円」に、「５，２００円」を「５，

３００円」に、「４，９００円」を「５，０００円」に、「７，１００円」を「７，２

００円」に、「６，５００円」を「６，７００円」に、「６，１００円」を「６，２０

０円」に、「４，５００円」を「４，６００円」に、「３，９００円」を「４，０００

円」に改める。 

別表第３項の表中「２，１００円」を「２，２００円」に改める。 

（鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５２条 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年鳥取市条例



第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「３８０円」を「３９０円」に、「３４０円」を「３５０円」に、「１，

８３０円」を「１，８７０円」に、「２，０１０円」を「２，０５０円」に改める。 

別表第２第１項の表中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「８，６４０円」

を「８，８００円」に、「１１，８８０円」を「１２，１００円」に、「１２，９６０

円」を「１３，２００円」に、「２０，５２０円」を「２０，９００円」に、「２４，

８４０円」を「２５，３００円」に、「５，４００円」を「５，５００円」に、「９，

７２０円」を「９，９００円」に、「１４，０４０円」を「１４，３００円」に、「１

５，１２０円」を「１５，４００円」に、「２３，７６０円」を「２４，２００円」

に、「２９，１６０円」を「２９，７００円」に、「６，４８０円」を「６，６００円」

に、「１８，３６０円」を「１８，７００円」に、「２５，９２０円」を「２６，４０

０円」に、「３２，４００円」を「３３，０００円」に、「７，５６０円」を「７，７

００円」に、「１７，２８０円」を「１７，６００円」に、「２１，６００円」を「２

２，０００円」に、「３１，３２０円」を「３１，９００円」に、「３８，８８０円」

を「３９，６００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「２８，０８

０円」を「２８，６００円」に、「４１，０４０円」を「４１，８００円」に、「５０，

７６０円」を「５１，７００円」に、「６０，４８０円」を「６１，６００円」に改

める。 

別表第２第２項の表中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０円」

を「２，２００円」に、「２，７００円」を「２，７５０円」に、「３，６７０円」を

「３，７４０円」に、「４，７５０円」を「４，８４０円」に、「６，２６０円」を

「６，３８０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「６８０円」を「６９０円」に、

「１，１８０円」を「１，２１０円」に、「２，０５０円」を「２，０９０円」に、

「３，５６０円」を「３，６３０円」に、「６４０円」を「６６０円」に、「７５０円」

を「７７０円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，２９０円」を「１，

３２０円」に、「１，７２０円」を「１，７６０円」に、「２，３７０円」を「２，４



２０円」に、「４３０円」を「４４０円」に、「８６０円」を「８８０円」に、「１，

５１０円」を「１，５４０円」に、「３２０円」を「３３０円」に改める。 

   第９章 水道局関係 

（鳥取市水道事業給水条例の一部改正） 

第５３条 鳥取市水道事業給水条例（昭和４８年鳥取市条例第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第９条第１項、第２４条第１項及び第２５条中「１００分の１０８」を「１００

分の１１０」に改める。 

  第３１条第１項の表中「４２，１２０円」を「４２，９００円」に、「１１７，７

２０円」を「１１９，９００円」に、「１９８，７２０円」を「２０２，４００円」

に、「６１５，６００円」を「６２７，０００円」に、「１，０５９，４８０円」を

「１，０７９，１００円」に、「２，８７１，７２０円」を「２，９２４，９００円」

に、「５，８５７，９２０円」を「５，９６６，４００円」に改める。 

  附則第５項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（鳥取市工業用水道事業給水条例の一部改正） 

第５４条 鳥取市工業用水道事業給水条例（平成１６年鳥取市条例第１８７号）の一

部を次のように改正する。 

第６条第１項及び第１８条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例（第３４条から第３７条まで、第５３条及び第５４条の規定を除く。）に

よる改正後のそれぞれの条例（以下「改正後のそれぞれの条例」という。）の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に納付すべきものについて適用



し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後のそれぞれの条例（第８条、第９条、第１１条及び第２９条の規定による

ものを除く。）の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用

料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等によ

り施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等につい

ては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （鳥取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３４条の規定による改正後の鳥取市下水道条例の規定は、この条例の施行日以

後に使用し、かつ、平成３２年１月１日以後に認定する排除汚水量に係る使用料に

ついて適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成３２年１月１日前に認定した排除

汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第３５条の規定による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例

の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成３２年１月１日以後に認定する排除汚

水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成３２年１月１

日前に認定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第３６条の規定による改正後の鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する

条例の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成３２年１月１日以後に認定する排

除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成３２年１

月１日前に認定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （鳥取市浄化槽事業条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第３７条の規定による改正後の鳥取市浄化槽事業条例の規定は、施行日以後に使

用し、かつ、平成３２年１月１日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について

適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成３２年１月１日前に認定した排除汚水量

に係る使用料については、なお従前の例による。 



 （鳥取市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 第５３条の規定による改正後の鳥取市水道事業給水条例第２４条及び附則第５項

の規定は、施行日以後最初の定例日後（施行日以後最初の定例日に、水道の使用の

承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日）に計量した使用水量によ

り算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量

により算定する料金については、なお従前の例による。 

 （鳥取市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 第５４条の規定による改正後の鳥取市工業用水道事業給水条例第１８条第２項の

規定は、施行日以後の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適

用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金につい

ては、なお従前の例による。 

 


